
 作成・改訂 ： 平成25年03月31日

第２Ｃ　家庭系廃棄物搬入『計量』フローシート

無

有
無

有

上越市

計量受付業務受託者

※ 計量受付について

廃棄物持込者からの受付・計量・料金等の問合

せ対応は、状況に応じ市職員も対応する。

※ 終日に職員が、現金による納付金額及び検認書等による

後納金額を計量データと照合し精算確認を行う。（受託者及び

精算職員が徴収業務日次報告書及び公金徴収簿に押印）

※ 廃棄物処理手数料の納付書を施設で処理する場合は、

その都度、直近の金融機関営業日までに払込する。（分任出

納員及び施設管理係が市の公金徴収簿に押印）

毎月5日までに受託者から提出される前月分の業務報告書等を確認する。

上越市

計量窓口 （ 可燃ごみ受付 ）

計量カード 有 計量カード 無

計量カード 挿入 ごみ処理確認票 記 入

現金 、処理券 検認書 納付書 減額免除

検認書 発行レジ操作 （金額表示）

現金の徴収

レジ操作 （レシート発行）

釣銭、レシートを渡す

（月末締による翌月請求）

※ 検認書は、リサイクル推進

係に届ける。

上越市

納付書 発行

※ 納付書の納入期限は、当

該日を含め10日間。ただし、

納入期限が金融機関の営業

日でない場合、翌営業日とす

る。

上越市

減免申請書等の受取り

上越市

日の清算確認

※ 待機者の呼出しについて

放送装置により利用者へ番号を呼掛けし荷降場

所（プラットホーム）へ進入いただく。

※ 領収書について

レシート以外の領収書発行を希望された場合、

レシートは、正規の領収書として有効であること

を説明しご理解をお願いする。

受託者が、独自様式の領収書を発行することも

可。

※ 待機場所について

利用者へ口頭で説明する他、計量棟裏側の駐

車場へ、緑色及び黄色の区画線表記及び看板

設置により誘導する。

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ・中央制御室からﾓﾆﾀｰにより混雑状

況の確認を行い、混雑状況により、職員が待機

場所で説明等を行う。

計量 （ ごみ重量 ） 計量 （ 総重量 ）

廃棄物処理手数料の処理

家庭系ごみ持込

混雑状況 （※パッカー車等進入を許可する車両除く）

混雑 有 混雑 無

破砕機利用 有 破砕機利用 無

１

緑色の番号カードを発行 黄色の番号カードを発行

計量棟裏駐車場南側スペース 計量棟裏駐車場西側スペース

放送装置により番号を呼出し

計量 （ 空重量 ）

家庭系ごみ持込処理終了

ごみ投入・荷降しの確認

廃棄物処理手数料の処理１

減免対象物等を混載の場合

要再計量カードを発行

要再計量カードの有無

計量カードの有無

※ 待機番号カードは、荷降時に回収する。

※ 要再計量カードは、再計量時に計量窓口で回収する。

剪定枝等申請不要の減免を

除くすべての減免処理

減免承認申請書の受理、減免

申請承認・却下通知書の発行

計量の流れ（第２Ｃ）〔H25.03.31改訂〕.xlsx
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 作成・改訂 ： 平成25年03月31日

第２Ｃ　事業系廃棄物搬入『計量』フローシート

計量カード 無
計量カード 有

上越市

計量受付業務受託者

※ 計量受付について

廃棄物持込事業者からの受付・計量・料金等の

問合せ対応は、状況に応じ市職員も対応する。

※ 終日に職員が、現金による納付金額及び検認書等による

後納金額を計量データと照合し精算確認を行う。（受託者及び

精算職員が徴収業務日次報告書及び公金徴収簿に押印）

※ 廃棄物処理手数料の納付書を施設で処理する場合は、

その都度、直近の金融機関営業日までに払込する。（分任出

納員及び施設管理係が市の公金徴収簿に押印）

毎月5日までに受託者から提出される前月分の業務報告書等を確認後、

検認書等を施設管理係へ届け、15日を目途に各事業者に廃棄物処理手

数料の請求書を送付する。

上越市

計量窓口 （ 可燃ごみ受付 ）

計量カード 有 計量カード 無

計量カード 挿入 ごみ処理確認票 記 入

現金 、処理券 検認書 納付書 減額免除

検認書 発行レジ操作 （金額表示）

現金の徴収

レジ操作 （レシート発行）

釣銭、レシートを渡す

（月末締による翌月請求）

※ 検認書等は、施設管理係

に届ける。

上越市

納付書 発行

※ 納付書の納入期限は、当

該日を含め10日間。ただし、

納入期限が金融機関の営業

日でない場合、翌営業日とす

る。

上越市

減免申請書等の受取り

上越市

日の清算確認

※ 待機者の呼出しについて

放送装置により利用者へ番号を呼掛けし荷降場

所（プラットホーム）へ進入いただく。

※ 領収書について

レシート以外の領収書発行を希望された場合、

レシートは、正規の領収書として有効であること

を説明しご理解をお願いする。

受託者が、独自様式の領収書を発行することも

可。

※ 待機場所について

利用者へ口頭で説明する他、計量棟裏側の駐

車場へ、緑色及び黄色の区画線表記及び看板

設置により誘導する。

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ・中央制御室からﾓﾆﾀｰにより混雑状

況の確認を行い、混雑状況により、職員が待機

場所で説明等を行う。

計量 （ ごみ重量 ） 計量 （ 総重量 ）

廃棄物処理手数料の処理

事業系ごみ持込

混雑状況 （※パッカー車等進入を許可する車両除く）

混雑 有 混雑 無

破砕機利用 有 破砕機利用 無

１

緑色の番号カードを発行 黄色の番号カードを発行

計量棟裏駐車場南側スペース 計量棟裏駐車場西側スペース

放送装置により番号を呼出し

計量 （ 空重量 ）

事業系ごみ持込処理終了

ごみ投入・荷降しの確認

廃棄物処理手数料の処理１

一般廃棄物処理届の受理、減

免承認申請書の受理、減免申

請承認・却下通知書の発行

計量の流れ（第２Ｃ）〔H25.03.31改訂〕.xlsx2



（ ごみ焼却第一・第二係 ）

 作成・改訂 ： 平成25年03月31日

ＬＰ-７００と互換 ＰＣへの入力１ 現金収受 「家庭・持込」

後納処理

ＰＣへの入力２ 修正の場合

入力内容確認

計量用ＰＣ 計量集計用ＰＣ ﾚｼﾞｽﾀｰ及び現金・釣銭 ＬＰ-７００及び報告書等

精算確認関係の処理フロー（家庭系廃棄物処理手数料）

中央制御室（事務所） 計量棟 計量棟 計量棟

自動集計 家庭持込の番号、数量
等を入力

現金収受操作、ﾚｼｰﾄ
発行、釣銭取扱

ごみ持込申請時操作
申請時内容確認

後納処理の場合、納付
書発行を市に依頼
上越ﾊﾞｲｵﾏｽ循環事業
協同組合のみ検認書
を発行

家庭持込の減免内容、
数量を入力

計量用ＰＣで帳票等を
印字、剪定枝等申請不
要の減免件数・処理量
等を確認

毎月5日までに前月末
日までの計量集計用Ｐ
Ｃデータを集計し、実
績報告書等の業務報
告書を作成・提出
（徴収業務日時報告書
など市が日ごとに確認
済みの簿類は、その写
しを提出、また、検認
書は市控えの原本を
提出）

戻し処理等で対応し、
出力ﾚｼｰﾄを精算確認
時まで保管

報告書への記載

午前の業務終了後
入力誤りや誤操作等により修正が必要な事項を市へ連絡
午前の総処理件数及び総処理量を市へ連絡
担当者間で当日分の納入済み現金及び釣銭を確認
前日及び金融機関の非営業日分納入済み現金を確認し午後の担当者と引継
引継後、当日の現金払込担当者が、公金徴収簿に押印し現金払込書を作成し
納付書とともに金融機関へ現金を払込

件数・処理量の確認

午前の業務終了後
受託者から連絡のあっ
た事項を計量用ＰＣで
修正し件数及び処理
量を確認

担当者の確認後、徴収
業務日時報告書に必
要事項を記載

受託者から納付書発
行依頼があった場合、
申請者の住所・氏名を
確認し手書用領収済
通知書を発行
記載方法は別紙のと
おり
納付書発行時、計量集
計用ＰＣに必要事項を
入力

午後の業務終了後
受託者から連絡のあっ
た事項を計量用ＰＣで
修正し件数及び処理
量を確認

業務報告書の確認
受託者から提出された業務報告書について、計量用ＰＣで印字される月報等と
処理件数、処理量、金額を比較し整合を再確認し業務報告書を決裁
計量集計用ＰＣに保存されたﾃﾞｰﾀｺﾋﾟｰを係に設置されたｻｰﾊﾞに保存
家庭系廃棄物処理手数料の検認書をﾘｻｲｸﾙ推進係に送付

市の精算関係確認完了後
当日分の納入済通知書を作成
納入済現金及び釣銭を金庫へ保管
報告書等簿類整理、金庫施錠

市の精算関係の確認
受託者が作成・押印している徴収業務日時報告書及び保管している減免及び納
付書等の帳簿類と計量用ＰＣで印字した帳票を比較し件数及び処理量と納入済
現金額の整合を確認
ﾚｼﾞで修正等があった場合、ﾚｼﾞ出力ﾚｼｰﾄ内容を確認
確認後、徴収業務日時報告書の市処理欄及び公金徴収簿に必要事項を記載
し、それぞれに押印し、受託者に返却

月の報告

午後の業務終了後
入力誤りや誤操作等により修正が必要な事項（午後分）を市へ連絡
日の総処理件数及び総処理量を市へ連絡
担当者が当日分の納入済み現金及び釣銭を確認
徴収業務日時報告書の担当者欄に押印し、市へ精算関係の確認を依頼

午前・午後の業務終了
後に点検ﾚｼｰﾄを出力
現金及び釣銭の照合

現金確認等

精算関係確認準備

件数、数量、金額を午
前・午後の点検レシー
ト内容、申請内容、計
量票控と照合

計量受付業務 （受託者）
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（ ごみ焼却第一・第二係 ）

 作成・改訂 ： 平成25年03月31日

ＬＰ-７００と互換 ＰＣへの入力１ 現金収受 「家庭・持込」

後納処理

ＰＣへの入力２ 修正の場合

入力内容確認

精算関係確認準備
市の精算関係確認完了後
当日分の納入済通知書を作成
納入済現金及び釣銭を金庫へ保管
報告書等簿類整理、金庫施錠

市の精算関係の確認
受託者が作成・押印している徴収業務日時報告書及び保管している減免及び検
認書等の帳簿類と計量用ＰＣで印字した帳票を比較し件数及び処理量と納入済
現金額の整合を確認
ﾚｼﾞで修正等があった場合、ﾚｼﾞ出力ﾚｼｰﾄ内容を確認
確認後、徴収業務日時報告書の市処理欄及び公金徴収簿に必要事項を記載
し、それぞれに押印し、受託者に返却

月の報告

毎月5日までに前月末
日までの計量集計用Ｐ
Ｃデータを集計し、実
績報告書等の業務報
告書を作成・提出
（徴収業務日時報告書
など市が日ごとに確認
済みの簿類は、その写
しを提出、また、検認
書は市控えの原本を
提出）

業務報告書の確認
受託者から提出された業務報告書について、計量用ＰＣで印字される月報等と
処理件数、処理量、金額を比較し整合を再確認し業務報告書を決裁
計量集計用ＰＣに保存されたﾃﾞｰﾀｺﾋﾟｰを係に設置されたｻｰﾊﾞに保存
事業系廃棄物処理手数料の検認書を施設管理係に送付

計量用ＰＣで帳票等を
印字、件数・処理量等
を確認

件数・処理量の確認

午前の業務終了後
受託者から連絡のあっ
た事項を計量用ＰＣで
修正し件数及び処理
量を確認

午前の業務終了後
入力誤りや誤操作等により修正が必要な事項を市へ連絡
午前の総処理件数及び総処理量を市へ連絡
担当者間で当日分の納入済み現金及び釣銭を確認
前日及び金融機関の非営業日分納入済み現金を確認し午後の担当者と引継
引継後、当日の現金払込担当者が、公金徴収簿に押印し現金払込書を作成し
納付書とともに金融機関へ現金を払込

午後の業務終了後
受託者から連絡のあっ
た事項を計量用ＰＣで
修正し件数及び処理
量を確認

午後の業務終了後
入力誤りや誤操作等により修正が必要な事項（午後分）を市へ連絡
日の総処理件数及び総処理量を市へ連絡
担当者が当日分の納入済み現金及び釣銭を確認
徴収業務日時報告書の担当者欄に押印し、市へ精算関係の確認を依頼

受託者から納付書発
行依頼があった場合、
申請者の住所・社名等
を確認し手書用領収済
通知書を発行
記載方法は別紙のと
おり
納付書発行時、計量集
計用ＰＣに必要事項を
入力

後納処理の場合、検認
書を発行
納付書を発行する場
合、市に依頼

許可・その他持込の減
免内容、数量を入力

戻し処理等で対応し、
出力ﾚｼｰﾄを精算確認
時まで保管

件数、数量、金額を午
前・午後の点検レシー
ト内容、申請内容、計
量票控と照合

現金確認等 報告書への記載

午前・午後の業務終了
後に点検ﾚｼｰﾄを出力
現金及び釣銭の照合

担当者の確認後、徴収
業務日時報告書に必
要事項を記載

計量用ＰＣ 計量集計用ＰＣ ﾚｼﾞｽﾀｰ及び現金・釣銭 ＬＰ-７００及び報告書等

自動集計 許可・その他持込の数
量等を入力

現金収受操作、ﾚｼｰﾄ
発行、釣銭取扱

ごみ持込申請時操作
申請時内容確認

精算確認関係の処理フロー（事業系廃棄物処理手数料）

中央制御室（事務所） 計量棟 計量棟 計量棟

計量受付業務 （受託者）
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最終改訂日 ： 平成25年3月31日

(案)

計量受付 作業手順書

上越市　第２クリーンセンター
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計　量　受　付　　作　業　手　順

第２クリ－ンセンター　計量受付作業手順書（H25.03.31改訂）.xlsx

作業手順 確認事項及び注意事項

①

※　計量受付業務内容は、仕様書によるほか、細部手順について受託者の手順により実施する。

最終改訂 平成25年3月31日

　　第２クリーンセンター

　　計量器（ＬＰ７００）他

　　無

平成14年7月1日

施設

使用機械

保護具

作成

業務内容

人員配置

資格・免許

概　　要

　　計量受付業務

　　受付　２名　（受託者）

　　無

 家庭ごみ　『収集』
　　（受付・計量・手数料収受）

徐行し、計量台へ車両を載せていただく。 車両が計量台の範囲にあることを確認する。

② 市・交付の計量カードを利用者が、カード読取
機に挿入する。

（操作の詳細は、ＬＰ７００取扱説明書参照）

ＬＰ７００から計量票及び検認書が自動打出しされる。

③ ＬＰ７００の画面表示及び自動打出しの検認書を
確認する。

ＬＰ７００の画面表示と検認書の内容を必ず確認する。

（内容に相違がある場合は、職員に連絡する。）

④ 計量票の発行を求められた場合は、
検認書に押印し計量票に替えて発行する

計量票の発行を求める事業者は特になし

（平成25年3月31日現在）

⑤ 検認書の発行が必要な場合は、
家庭ごみ　『持込』参照

検認書の発行は上越ﾊﾞｲｵﾏｽ循環事業協同組合のみ

（平成25年3月31日現在）

⑥ ごみ投入場所（プラットホーム）に車両を移動す
る。

施設を利用される他の車両に注意する。

車両動線脇の看板に示された速度を順守する。

⑨ ごみ処理終了（お帰りいただく） プラットホームから退出する際に、他の車両と動線が重
なることから、他車両の動きに十分注意し退出する。

⑦ 投入許可（青信号）の搬入扉（自動開閉）スペー
スに進入する。

既に車両がごみを投入作業中の場合、計量台上で、停
車し待機する。

⑧ ごみを投入する。（床面黄色塗装の範囲は、原
則作業員の立入禁止）

車両荷台の確認が必要な場合、床面黄色塗装された
範囲外まで車両を前進し確認する。
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計　量　受　付　　作　業　手　順

第２クリ－ンセンター　計量受付作業手順書（H25.03.31改訂）.xlsx

作業手順 確認事項及び注意事項

①

⑤

⑥

⑧

業務内容

人員配置

資格・免許

概　　要

施設

使用機械

保護具

作成

　　第２クリーンセンター

　　計量器（ＬＰ７００）他

　　無

平成14年7月1日

　　計量受付業務

　　受付　２名　（受託者）

　　無

　　家庭ごみ『持込』
　　（受付・計量・手数料収受） 最終改訂 平成25年3月31日

徐行し計量台へ車両を載せていただく。 車両が計量台の範囲にあることを確認する。

② モニタによりプラットホームの状況を確認する。 混雑時は、あらかじめ、混雑によりお待ちいただくことを
説明する。
混雑時、第２クリーンセンターの状況を確認する。

③ 運転手又は同乗者から持込ごみの内容確認を
行う。

ごみ処理申請者から口頭で家庭系・事業系の区分を聞
取りする。
持込ごみの内容が取扱い不可の可能性がある場合、市
職員に内容物の確認を依頼する。
持込ごみ確認後、事業系可燃ごみとして施設で受入ら
れない廃棄物は、持帰りし適正に処理していただくよう
お願いする。
持込ごみの内容が事業系ごみの可能性がある場合、市
事務所に内容物の確認を依頼する。
持込ごみ確認後、事業系ごみの可能性がある場合、搬
入者記録票に記載する。（H19.10.1～家庭ごみの厳正
な取扱い参照）

④-1 廃棄物処理手数料について説明する。
再計量が必要な場合、要再計量のカードをお渡
しする。
（プラットホームの作業員が確認できる車内の位
置に置いていただく）

指定容器等により搬入する廃棄物及び減免対象物（剪
定枝等）以外は１０kgまでごとに３０円の廃棄物処理手
数料を納付していただく。
指定容器等により搬入する廃棄物及び減免対象物（剪
定枝等）を、先ず荷降していただき、その後再度計量を
行って、廃棄物処理手数料の対象となる廃棄物を荷降
ろしていただく。
（※別計量となるため、２度搬入した状態になる）

④-2 減免の場合、原則、市職員が対応する。
ただし、申請なしで減免することとなっている剪
定枝、落ち葉は、この手順を省略する。
また、市が既に減免承認通知書を発行済みの
場合、受託者は、この確認を行い処理量の記録
を行う。

※　火災等、減免対象の場合、市事務所に連絡
市職員は、減免承認申請書の内容確認及び減免承認
（却下）通知書の発行等を行う。
（原則、罹災証明書で減免せずに、減免承認申請して
いただき、減免承認（却下）通知書を発行する。）
処理量確認のため、最終回の搬入時に処理終了の連
絡をお願いする。
受託者は、減免による処理量集計のため、搬入の都
度、減免承認通知書を確認し、計量集計用ＰＣに入力
し記録する。

ごみ搬入者確認票に記入をお願いする。 記入方法がわからない利用者には説明する。

ごみ搬入の流れについて概要を説明する。 第１Ｃ　計量の流れ参照

　　・搬入動線が一方通行であることの説明

　　・２度計量の説明

　　・混雑時おける待機に関する説明

⑦ ごみ搬入者確認票を確認し、計量器に必要事
項の入力を行う。

必要事項が、記入されているか確認する。

搬入車両総重量の計量を行う。 （操作の詳細は、ＬＰ７００取扱説明書参照）

裏面へ
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計　量　受　付　　作　業　手　順

第２クリ－ンセンター　計量受付作業手順書（H25.03.31改訂）.xlsx

作業手順 確認事項及び注意事項

業務内容

人員配置

資格・免許

概　　要

施設

使用機械

保護具

作成

　　第２クリーンセンター

　　計量器（ＬＰ７００）他

　　無

平成14年7月1日

　　計量受付業務

　　受付　２名　（受託者）

　　無

　　家庭ごみ『持込』
　　（受付・計量・手数料収受） 最終改訂 平成25年3月31日

前面より続き

⑨-2

⑩-1

⑩-2

⑪-1

⑪-2

⑪-4

⑪-7

⑫-1

⑭

ごみを荷降し、計量受付へ戻っていただく。

廃棄物処理手数料徴収対象物が無い場合

搬入車両の空重量を計量する。 ⑫以降へ

廃棄物処理手数料徴収対象物がある場合

搬入車両の空重量を計量する。 指定容器等により搬入する廃棄物及び減免対象物（剪
定枝等）以外の廃棄物が有る場合、再計量を行う。⑪-3 ごみ搬入者確認票を確認し、計量器に必要事

項の入力を行う。 （要再計量のカードを返却していただく）
（※別計量となるため、２度搬入した状態になる）搬入車両総重量の計量を行う。※1

⑪-5 ２周目は、待機せずに直接プラットホームへ進ん
でいただく。

⑪-6 ごみ荷降し後、計量受付へ戻っていただく。
（※１　実際は、空重量計量時に１回計量が可能、前回
空重量が総重量になるため）

搬入車両の空重量を計量する。※1

現金による納付の場合

次項へ

⑫-2 レジを操作し、ごみ重量に応じた廃棄物処理手
数料を納付していただく。

（レジ操作は、レジ取扱説明書を参照）
レジから発行されるレシートが領収書となる。

⑫-3 レシート、釣銭を渡す。 （レシート以外に、受託者独自の領収書を発行すること
も可。ただし、様式等、事前に市の承諾を得て使用する
こと。）

⑬-1 後納の場合、原則、職員が対応する。
ただし、検認書を使用して後納処理している上
越バイオマス循環事業協同組合は、受託者が検
認書を発行する。

現金の持合わせが無い等の場合、市事務所へ連絡す
る。
検認書の市控えは、保管する。
計量器（ＬＰ７００）から打出しされる検認書に事業者名・
搬入日を記載して、事業者控えを渡す。

再度、計量棟モニターでプラットホームを確認し、混雑
時はお待ちいただく。
（待機場所は、緑色の区画線表記及び緑色の看板で指
示する場所と黄色の区画線表記及び黄色の看板で指
示する場所となり、待ち番号札の色に同じ）
呼出しは、番号札の色毎（粗大ごみ【緑】と一般ごみ
【黄】に分けられる）に順番に呼出すことを説明する。
（粗大ごみは破砕機を使用して処理するため、一般ご
み（破砕機を使用しないごみ）のほうが早く呼出され
る。）

混雑時は、待ち番号札を発行し、待機場所の説
明を行う。
（呼出し後、プラットホームの作業員に番号札を
返却していただくようお願いする。）
待ち番号札の発行時は、プラットホームの作業
員に発行内容を内線（11番）に連絡し、作業状
況により待機者の呼出しを依頼する。

⑨-1

⑬-2 納付書の場合、納入済通知書に手書き記入し、
利用者へ説明した後にお渡しする。
※発行する納入通知書は、コピーし、計量集計
用ＰＣに納付書発行記録を入力する。
誤記した納入通知書は、別途保管しておく
（納入通知書は生活環境課で準備のため、残枚
数を確認すること。）

職員は免許証等で現住所を確認し、納入済通知書に
必要事項を記入する。
（指定容器等【指定袋・指定シール】を使用しない場
合、家庭系廃棄物処理手数料の納付が必要なことを説
明する。納入済通知書で、最寄の取扱金融機関で振込
んでいただく。【※納期限は当日から10日後までとし、
土日祝祭日などの場合、翌営業日とする】

市が設置した計量集計用ＰＣに入力する。 必要事項を入力し、午前午後の業務単位で確認する。
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計　量　受　付　　作　業　手　順

第２クリ－ンセンター　計量受付作業手順書（H25.03.31改訂）.xlsx

作業手順 確認事項及び注意事項

業務内容

人員配置

資格・免許

概　　要

施設

使用機械

保護具

作成

　　第２クリーンセンター

　　計量器（ＬＰ７００）他

　　無

平成14年7月1日

　　計量受付業務

　　受付　２名　（受託者）

　　無

　　家庭ごみ『持込』
　　（受付・計量・手数料収受） 最終改訂 平成25年3月31日

前項より続き

※　計量受付業務内容は、仕様書によるほか、細部手順について受託者の手順により実施する。

家庭ごみ『持込』処理終了
（お帰りいただく。）

同日中に再度利用したい等の場合は、第１・第２クリー
ンセンターを交互に利用してもらう。
原則、軽トラックベースで１施設１日２回計４回程度の搬
入でお願いする。
（※火事等災害ごみや、引越等休みの都合がある場合
は、柔軟に対応する。）

⑱ 家庭系廃棄物処理手数料を月締で集計する。
※家庭系廃棄物処理手数料徴収業務報告書
は、受託者様式
※事前に市の承諾を得た様式を使用する

受託者から家庭系廃棄物処理手数料徴収業務報告書
等の提出を受ける。
（毎月5日まで）
（結果の得られた日の翌月中までに決裁を終える）
計量月報と報告書の整合を照合し、検認書をリサイクル
推進係に届ける。

⑲ 廃棄物処理手数料を年度締で集計する。
※家庭系廃棄物処理手数料徴収業務報告書
は、受託者様式
※事前に市の承諾を得た様式を使用する

受託者から家庭系廃棄物処理手数料徴収業務報告書
の提出を受ける
（結果の得られた日の翌月中までに決裁を終える）

⑯-1 受付業務終了後に市事務所に連絡し日次精算
の確認を受ける。
※公金徴収簿は、受託者様式
※徴収業務日次報告書は、受託者様式
※事前に市の承諾を得た様式を使用する

【受託者】
レジで点検操作を行い、計量データと照合する。
現金の確認を行う。
徴収業務日時報告書を作成し担当者が押印する。
市職員の確認後、レジで精算操作を行う。
現金額及び釣銭状況と公金徴収簿に記載の金額を確
認し、公金徴収簿に担当者が押印する。
徴収業務日次報告書の内容を確認し保管する。
現金及び釣銭は、金庫等で適正に保管する。

⑯-2 受付業務終了後に市職員は、受託者の日次精
算の確認を行う。
（ＬＰ７００からデータを自動受信し記録する計量
用ＰＣにより日報を印字し、受託者の作成する徴
収業務日次報告書と照合する。）

【市分任出納員】
徴収業務日時報告書と計量日報の整合を確認し、市処
理欄に必要事項を記載し押印する。
公金徴収簿に当該日の現金額等の必要事項を記載し
押印する。

⑰ 家庭系廃棄物処理手数料（現金分）を金融機関
に払込みする。

【受託者】
納入済通知書を作成する。（手数料種別ごと・日ごと）
現金払込書を作成する。
（家庭系・事業系の納付書をまとめて1葉/回）
現金は、原則、金融機関の翌営業日に払込みする。
金融機関の受領書は、受託者が閲覧に供することがで
きるよう保管し、市が求めた場合、これを提出する。

⑮
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計　量　受　付　　作　業　手　順

第２クリ－ンセンター　計量受付作業手順書（H25.03.31改訂）.xlsx

作業手順 確認事項及び注意事項

①

④-1

⑤-1

⑤-2

⑦

最終改訂 平成25年3月31日

施設

使用機械

保護具

作成

　　第２クリーンセンター

　　計量器（ＬＰ７００）他

　　無

平成14年7月1日

業務内容

人員配置

資格・免許

概　　要

　　計量受付業務

　　受付　２名　（受託者）

　　無

 事業所ごみ　『持込（ピット直接投入）』
　　（受付・計量・手数料収受）

徐行し、計量台へ車両を載せていただく。 車両が計量台の範囲にあることを確認する。

② 市・交付の計量カード所持の場合、利用者が
カード読取機に挿入する。

（操作の詳細は、ＬＰ７００取扱説明書参照）

ＬＰ７００から計量票及び検認書が自動打出しされる。

③ ＬＰ７００の画面表示及び自動打出しの検認書を
確認する。

ＬＰ７００の画面表示と検認書の内容を必ず確認する。

（内容に相違がある場合は、職員に連絡する。）

現金（処理券含む）による納付の場合

④-2 レジを操作し、正味重量に応じた廃棄物処理手
数料を納付していただく。

（レジ操作は、レジ取扱説明書を参照）

レジから発行されるレシートが領収書となる。

④-3 レシート、釣銭を渡す。 （レシート以外に、受託者独自の領収書を発行すること
も可。ただし、様式等、事前に市の承諾を得て使用する
こと。）
⑥へ

検認書による納付の場合

検認書事業者控えを渡す。 ＬＰ７００から打出しされる検認書に事業者名・搬入日を
記載して、事業者控えを渡す。
検認書の市控えは、保管する。
（操作の詳細は、ＬＰ７００取扱説明書参照）

⑥ ごみ処理終了（お帰りいただく） プラットホームから退出する際に、他の車両と動線が重
なることから、他車両の動きに十分注意し退出する。

市が設置した計量集計用ＰＣに入力する。 必要事項を入力し、午前午後の業務単位で確認する。

⑧-1 受付業務終了後に市事務所に連絡し日次精算
の確認を受ける。
※公金徴収簿は、受託者様式
※徴収業務日次報告書は、受託者様式
※事前に市の承諾を得た様式を使用する

【受託者】
レジで点検操作を行い、計量データと照合する。
現金の確認を行う。
徴収業務日時報告書を作成し担当者が押印する。
市職員の確認後、レジで精算操作を行う。
現金額及び釣銭状況と公金徴収簿に記載の金額を確
認し、公金徴収簿に担当者が押印する。
徴収業務日次報告書の内容を確認し保管する。
現金及び釣銭は、金庫等で適正に保管する。

⑧-2 受付業務終了後に市職員は、受託者の日次精
算の確認を行う。
（ＬＰ７００からデータを自動受信し記録する計量
用ＰＣにより日報を印字し、受託者の作成する徴
収業務日次報告書と照合する。）

【市分任出納員】
徴収業務日時報告書と計量日報の整合を確認し、市処
理欄に必要事項を記載し押印する。
公金徴収簿に当該日の現金額等の必要事項を記載し
押印する。

⑨ 家庭系廃棄物処理手数料（現金分）を金融機関
に払込みする。

【受託者】
納入済通知書を作成する。（手数料種別ごと・日ごと）
現金払込書を作成する。
（家庭系・事業系の納付書をまとめて1葉/回）
現金は、原則、金融機関の翌営業日に払込みする。
金融機関の受領書は、受託者が閲覧に供することがで
きるよう保管し、市が求めた場合、これを提出する。

裏面へ
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計　量　受　付　　作　業　手　順

第２クリ－ンセンター　計量受付作業手順書（H25.03.31改訂）.xlsx

作業手順 確認事項及び注意事項

最終改訂 平成25年3月31日

施設

使用機械

保護具

作成

　　第２クリーンセンター

　　計量器（ＬＰ７００）他

　　無

平成14年7月1日

業務内容

人員配置

資格・免許

概　　要

　　計量受付業務

　　受付　２名　（受託者）

　　無

 事業所ごみ　『持込（ピット直接投入）』
　　（受付・計量・手数料収受）

前面より続き

⑪

※　計量受付業務内容は、仕様書によるほか、細部手順について受託者の手順により実施する。

⑩ 家庭系廃棄物処理手数料を月締で集計する。
※家庭系廃棄物処理手数料徴収業務報告書
は、受託者様式
※事前に市の承諾を得た様式を使用する

受託者から事業系廃棄物処理手数料徴収業務報告書
等の提出を受ける。
（毎月5日まで）
（結果の得られた日の翌月中までに決裁を終える）
計量月報と報告書の整合を照合し、検認書を施設管理
係に届ける。

検認書による廃棄物処理手数料徴収 毎月15日を目安に前月分の納付書を発行

⑫ 廃棄物処理手数料を年度締で集計する。
※家庭系廃棄物処理手数料徴収業務報告書
は、受託者様式
※事前に市の承諾を得た様式を使用する

受託者から家庭系廃棄物処理手数料徴収業務報告書
の提出を受ける
（結果の得られた日の翌月中までに決裁を終える）
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計　量　受　付　　作　業　手　順

第２クリ－ンセンター　計量受付作業手順書（H25.03.31改訂）.xlsx

作業手順 確認事項及び注意事項

①

⑤

⑥

⑧

最終改訂 平成25年3月31日

③ 運転手又は同乗者から持込ごみの内容確認を
行う。

ごみ処理申請者から口頭で家庭系・事業系の区分を聞
取りする。
持込ごみの内容が取扱い不可の可能性がある場合、市
職員に内容物の確認を依頼する。
持込ごみ確認後、事業系可燃ごみとして施設で受入ら
れない廃棄物は、持帰りし適正に処理していただくよう
お願いする。
（H20.4.1から事業系ごみ分別協力義務化【6品目】）

④-1 廃棄物処理手数料について説明する。
減免対象の廃棄物以外は１０kgまでごとに１５０円の廃
棄物処理手数料を納付していただく。
原則、現金（処理券）による手数料納付をお願いする。
官公署や、事業所会計規則で現金払が不可の場合な
ど、検認書による後払も可とする。
廃業、営業所の統廃合等で事業所がなくなり、検認書
による月締め集計後の納入通知では、間に合わない場
合、その場で納入通知書を発行し納付をお願いする。

徐行して計量台へ車両を載せていただく。 車両が計量台の範囲にあることを確認する。

　　計量受付業務

　　受付　２名　（受託者）

　　無

 事業所ごみ　『持込（ピット直接投入以外）』
　　（受付・計量・手数料収受）

業務内容

人員配置

資格・免許

概　　要

施設

使用機械

保護具

作成

　　第２クリーンセンター

　　計量器（ＬＰ７００）他

　　無

平成14年7月1日

　　・混雑時における待機に関する説明

⑦ ごみ処理手数料徴収票を確認し、計量器に必
要事項の入力を行う。

必要事項が、記入されているか確認する。

搬入車両総重量の計量を行う。 （操作の詳細は、ＬＰ７００取扱説明書参照）

裏面へ

④-2 減免の場合、原則、市職員が対応する。
ただし、市が既に減免承認通知書を発行済みの
場合、受託者は、この確認を行い処理量の記録
を行う。

※　火災等、減免対象の場合、中央制御室で執務する
職員に連絡
市職員は、減免承認申請書の内容確認及び減免承認
（却下）通知書の発行を行う。
（原則、罹災証明書で減免せずに、減免承認申請して
いただき、減免承認（却下）通知書を発行する。）
処理量確認のため、最終回の搬入時に処理終了の連
絡をお願いする。
受託者は、減免による処理量集計のため、搬入の都
度、減免承認通知書を確認し、計量集計用ＰＣに入力
し記録する。

ごみ処理手数料徴収票に記入をお願いする。 記入方法がわからない利用者には説明する。

ごみ搬入の流れについて概要を説明する。 第１Ｃ　計量の流れ参照

　　・搬入動線が一方通行であることの説明

　　・２度計量の説明

② モニタによりプラットホームの状況を確認する。 混雑時は、あらかじめ、混雑によりお待ちいただくことを
説明する。
混雑時、第２クリーンセンターの状況を確認する。
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計　量　受　付　　作　業　手　順

第２クリ－ンセンター　計量受付作業手順書（H25.03.31改訂）.xlsx

作業手順 確認事項及び注意事項

最終改訂 平成25年3月31日

　　計量受付業務

　　受付　２名　（受託者）

　　無

 事業所ごみ　『持込（ピット直接投入以外）』
　　（受付・計量・手数料収受）

業務内容

人員配置

資格・免許

概　　要

施設

使用機械

保護具

作成

　　第２クリーンセンター

　　計量器（ＬＰ７００）他

　　無

平成14年7月1日

前面より続き

⑨-2

⑩-1

⑩-2

⑪-1

⑪-2

⑪-4

⑪-7

⑫-1

⑭

ごみを荷降し、計量受付へ戻っていただく。

廃棄物処理手数料徴収対象物が無い場合

搬入車両の空重量を計量する。 ⑫以降へ

廃棄物処理手数料徴収対象物がある場合

搬入車両の空重量を計量する。 減免対象物以外の廃棄物が有る場合、再計量を行う。
（要再計量のカードを返却していただく）⑪-3 ごみ搬入者確認票を確認し、計量器に必要事

項の入力を行う。 （※別計量となるため、２度搬入した状態になる）
（操作の詳細は、ＬＰ７００取扱説明書参照）搬入車両総重量の計量を行う。※1

⑪-5 ２周目は、待機せずに直接プラットホームへ進ん
でいただく。

⑪-6 ごみ荷降し後、計量受付へ戻っていただく。
（※１　実際は、空重量計量時に１回計量が可能、前回
空重量が総重量になるため）

搬入車両の空重量を計量する。※1

現金による納付の場合

職員は免許証等で現住所を確認し、納入済通知書に
必要事項を記入する。
（指定容器等【指定袋・指定シール】を使用しない場
合、家庭系廃棄物処理手数料の納付が必要なことを説
明する。納入済通知書で、最寄の取扱金融機関で振込
んでいただく。【※納期限は当日から10日後までとし、
土日祝祭日などの場合、翌営業日とする】

市が設置した計量集計用ＰＣに入力する。 必要事項を入力し、午前午後の業務単位で確認する。

次項へ

⑫-2 レジを操作し、ごみ重量に応じた廃棄物処理手
数料を納付していただく。

（レジ操作は、レジ取扱説明書を参照）
レジから発行されるレシートが領収書となる。

⑫-3 レシート、釣銭を渡す。 （レシート以外に、受託者独自の領収書を発行すること
も可。ただし、様式等、事前に市の承諾を得て使用する
こと。）

⑬-1 後納の場合、原則、検認書を使用する。
ただし、納付書を発行する場合は、市職員が処
理を行う。

現金の持合わせが無い等の場合、市事務所へ連絡す
る。
計量器（ＬＰ７００）から打出しされる検認書に事業者名・
搬入日を記載して、事業者控えを渡す。
検認書の市控えは、保管する。

⑨-1 混雑時は、待ち番号札を発行し、待機場所の説
明を行う。
（呼出し後、プラットホームの作業員に番号札を
返却していただくようお願いする。）
待ち番号札の発行時は、プラットホームの作業
員に発行内容を内線（11番）に連絡し、作業状
況により待機者の呼出しを依頼する。

再度、計量棟モニターでプラットホームを確認し、混雑
時はお待ちいただく。
（待機場所は、緑色の区画線表記及び緑色の看板で指
示する場所と黄色の区画線表記及び黄色の看板で指
示する場所となり、待ち番号札の色に同じ）
呼出しは、番号札の色毎（粗大ごみ【緑】と一般ごみ
【黄】に分けられる）に順番に呼出すことを説明する。
（粗大ごみは破砕機を使用して処理するため、一般ご
み（破砕機を使用しないごみ）のほうが早く呼出され
る。）

⑬-2 納付書の場合、納入済通知書に手書き記入し、
利用者へ説明した後にお渡しする。
※発行する納入通知書は、コピーし、計量集計
用ＰＣに納付書発行記録を入力する。
誤記した納入通知書は、別途保管しておく
（納入通知書は生活環境課で準備のため、残枚
数を確認すること。）
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計　量　受　付　　作　業　手　順

第２クリ－ンセンター　計量受付作業手順書（H25.03.31改訂）.xlsx

作業手順 確認事項及び注意事項

最終改訂 平成25年3月31日

　　計量受付業務

　　受付　２名　（受託者）

　　無

 事業所ごみ　『持込（ピット直接投入以外）』
　　（受付・計量・手数料収受）

業務内容

人員配置

資格・免許

概　　要

施設

使用機械

保護具

作成

　　第２クリーンセンター

　　計量器（ＬＰ７００）他

　　無

平成14年7月1日

前項より続き

※　計量受付業務内容は、仕様書によるほか、細部手順について受託者の手順により実施する。

⑮ 事業所ごみ『持込』処理終了
（お帰りいただく。）

同日中に再度利用したい等の場合は、第１・第２クリー
ンセンターを交互に利用してもらう。
原則、軽トラックベースで１施設１日２回計４回程度の搬
入でお願いする。
（※火事等災害ごみや、引越等休みの都合がある場合
は、柔軟に対応する。）

⑱ 事業系廃棄物処理手数料を月締で集計する。
※事業系廃棄物処理手数料徴収業務報告書
は、受託者様式
※事業者別検認処理内訳書は、受託者様式
※事前に市の承諾を得た様式を使用する

受託者から家庭系廃棄物処理手数料徴収業務報告書
等の提出を受ける。
（毎月5日まで）
（結果の得られた日の当月中に決裁を終える）
計量月報と報告書の整合を照合し、検認書等を施設管
理係に届ける。
（施設管理係が各事業者に納付書を送付し請求す
る。）

⑲ 廃棄物処理手数料を年度締で集計する。
※家庭系廃棄物処理手数料徴収業務報告書
は、受託者様式
※事前に市の承諾を得た様式を使用する

受託者から家庭系廃棄物処理手数料徴収業務報告書
の提出を受ける
（結果の得られた日の当月中に決裁を終える）

⑯-1 受付業務終了後に市事務所に連絡し日次精算
の確認を受ける。
※公金徴収簿は、受託者様式
※徴収業務日次報告書は、受託者様式
※事前に市の承諾を得た様式を使用する

【受託者】
レジで点検操作を行い、計量データと照合する。
現金の確認を行う。
徴収業務日時報告書を作成し担当者が押印する。
市職員の確認後、レジで精算操作を行う。
現金額及び釣銭状況と公金徴収簿に記載の金額を確
認し、公金徴収簿に担当者が押印する。
徴収業務日次報告書の内容を確認し保管する。
現金及び釣銭は、金庫等で適正に保管する。

⑯-2 受付業務終了後に市職員は、受託者の日次精
算の確認を行う。
（ＬＰ７００からデータを自動受信し記録する計量
用ＰＣにより日報を印字し、受託者の作成する徴
収業務日次報告書と照合する。）

【市分任出納員】
徴収業務日時報告書と計量日報の整合を確認し、市処
理欄に必要事項を記載し押印する。
公金徴収簿に当該日の現金額等の必要事項を記載し
押印する。

⑰ 事業系廃棄物処理手数料（現金分）を金融機関
に払込みする。

【受託者】
納入済通知書を作成する。（手数料種別ごと・日ごと）
現金払込書を作成する。
（家庭系・事業系の納付書をまとめて1葉/回）
現金は、原則、金融機関の翌営業日に払込みする。
金融機関の受領書は、受託者が閲覧に供することがで
きるよう保管し、市が求めた場合、これを提出する。
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手書き用納付書の記載方法　（家庭系廃棄物処理手数料）

023500
主管課

生活環境課

予算区分 1（現年度）

目
03
衛生手数料

元号 4（平成）

年度 現会計年度を記載

会計 001（一般会計）

細々節
005
家庭系廃棄物処理手数料
（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ直接搬入分）

納入者
必ず職員が処理申請者に
直接確認し記載ください

14
使用料及び手数料

款

02
手数料

項

節
02
清掃手数料

細節
005
家庭系廃棄物処理手数料

領収印 納付書発行時に押印しない

摘要 家庭系廃棄物処理手数料

処理日を含め10日間
ただし、期限が金融機関の
営業日でない場合などは、
翌営業日を記載

納入期限

※ 納付書発行時は、計量業務受託者の業務管理用に設置しているＰＣ内

フォルダの所定ファイルに必要事項を入力してください。

※ 現金による納付時にレジ発行のレシート以外の領収書を求めらた場合、

計量業務受託者に領収書の発行をお願いしてください。

※ 廃棄物処理手数料の納付書をｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰに直接持参した場合、分任出納

員が現金を確認し各自の領収印を押印し処理してください。

（この場合、現金払込等の手数料収受に係る業務は、市が行います。）
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手書き用納付書の記載方法　（事業系廃棄物処理手数料）

主管課
023500

生活環境課

元号 4（平成）

年度 現会計年度を記載

会計 001（一般会計）

予算区分 1（現年度）

節
02
清掃手数料

細節
010
事業系廃棄物処理手数料

款
14
使用料及び手数料

項
02
手数料

目
03
衛生手数料

領収印 納付書発行時に押印しない

細々節
001
事業系廃棄物処理手数料

納入者
必ず職員が処理申請者に
直接確認し記載ください

摘要 事業系廃棄物処理手数料

納入期限

処理日を含め10日間
ただし、期限が金融機関の
営業日でない場合などは、
翌営業日を記載

※ 納付書発行時は、計量業務受託者の業務管理用に設置しているＰＣ内ﾌｫ

ﾙﾀﾞの所定ﾌｧｲﾙに必要事項を入力してください。

※ 通常の後納は、検認書による処理をお願いしてください。

（廃業や営業所等の統廃合に伴う廃棄物処理で検認書による処理が、時間的

に間に合わない場合等で納付書を使用して処理することとしてください。）

※ 廃棄物処理手数料の納付書をｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰに直接持参した場合、分任出納

員が現金を確認し各自の領収印を押印し処理してください。

（この場合、現金払込等の手数料収受に係る業務は、市が行います。）
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